
医療警報発出中

４月19日（月） 知事会見

１ 諏訪圏域における対策強化（時短等要請）

２ 感染対策強化期間



１ 諏訪圏域における対策強化
（時短等要請）

２ 感染対策強化期間



諏訪圏域の感染状況
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【 4/12 ~ 4/18 】
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県の対策強化（時短等要請）

（特措法第24条第９項に基づく措置）

【対象エリア】

諏訪市・茅野市・原村

酒類の提供を行う飲食店等に対し、施設の使用制限・

停止（休業・営業時間短縮）について協力を要請

【要請期間】

４/21（水）～４/29（木）

感染状況により延長する場合あり



〇 営業時間の短縮等を行った事業者に協力金を支給

【諏訪市、茅野市、原村】
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今回の時短等要請にあわせて

〇 市町村と連携し感染拡大の影響を受ける事業者を支援

【諏訪圏域全域】

規模別方式で協力金を支給（2.5～7.5万円／日）

今回は、経過措置として、下限を４万円／日とする

〇 市町村と連携してガイドライン遵守等の働きかけ活動を強化

【諏訪圏域全域】

〇 飲食店の従業員を対象としたPCR検査の実施

【諏訪市、茅野市、原村】

＊中小企業の場合



１ 諏訪圏域における対策強化
（時短等要請）

２ 感染対策強化期間
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これまでも全国的に人の移動が増える時期に感染が拡大

県内の人口10万人あたりの新規陽性者数の推移
（※R2.12.31までは確定日、R3.1.1以降は発生届受理日を基準に算出）

第１波

第２波

第３波

第４波

第４波が収まらず、感染が拡大したまま

ゴールデンウィーク（ＧＷ）を迎える可能性

年度末・
年度始め

お盆明け

年末年始

R2 R3

➡ ＧＷ

年度末・
年度始め
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医療提供体制のひっ迫、変異株の確認

医療提供体制のひっ迫

27.4％

（4/18）

36.2 ％
（4/8）

変異株の確認

 昨年から相次ぐ感染の波の襲来により医療現場が疲弊

＊医療警報発出日時点

医療警報発出中（4/8~）

 実質病床利用率の上昇

 従来株より感染しやすく、また、重症化しやすい可能性や、

10代以下の若い世代の感染割合が高いことが指摘されている

変異株が県内で複数確認
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大型連休中の人の動きの活発化に伴う

感染の急拡大に最大限の警戒が必要

4/19（月）~5/9（日）を

「 感染対策強化期間 」 とします



① 県外への訪問や帰省等の往来はできるだけ控えてください。

感染対策強化期間中、特にご協力をお願いしたいこと
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② 人との接触機会を減らしてください。

③ 基本的な感染防止策を適切に行っていただき、

感染を広げないようにしてください。

④ 多数の方が集まるイベント等を予定している場合には、

感染防止対策を徹底し、それが困難な場合は、

延期・中止を含めて検討してください。
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 医療提供体制の一層の強化

県としての対策
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 事業所における感染対策の徹底

 市町村と連携したワクチン接種体制の整備

など



信州の宿県民応援前売クーポン（仮称）の発行

○感染拡大期において前売クーポンの発行により、
将来需要の確保と事業継続を支援

○県民はお気に入りの宿を応援

新たな観光振興対策について
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①購入申込・代金支払

（５月中旬スタート（予定））

②プレミアム※付き前売クーポン発行

（発行した施設でのみ利用可）

③宿泊

県民

注）前売クーポンは感染状況によっては利用停止となる

「信州の安心なお店」

登録宿泊施設等

【イメージ】

※プレミアム分は県が助成


